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Ａ
Ｉ
自
動
運
転
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ぐ
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事
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―
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―
―

井　

上　

宜　

裕

序
論　

日
本
に
お
け
る
Ａ
Ｉ
自
動
運
転
を
め
ぐ
る
現
状

Ⅰ　

日
本
に
お
け
る
緊
急
避
難
論

Ⅱ　

Ａ
Ｉ
自
動
運
転
と
緊
急
状
態

結
論　

生
命
法
益
の
衝
突
と
緊
急
避
難
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序
論　

日
本
に
お
け
る
Ａ
Ｉ
自
動
運
転
を
め
ぐ
る
現
状

　

日
本
政
府
は
、
二
〇
二
〇
年
を
め
ど
に
、
Ｓ
Ａ
Ｅ
基
準（

１
）の

レ
ベ
ル
３
、
即
ち
、
条
件
付
き
運
転
自
動
化
の
自
動
運
転
車
の
実
用
化
を
目
指

し
て
い
る
。
二
〇
一
九
年
三
月
八
日
に
は
、
レ
ベ
ル
３
の
自
動
運
転
に
よ
る
公
道
走
行
を
可
能
に
す
べ
く
、「
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案
」
と
「
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
。

　

こ
こ
で
予
定
さ
れ
て
い
る
道
路
交
通
法
の
改
正
で
は
、
①
自
動
運
転
技
術
の
定
義
等
の
明
確
化（

２
）、

②
自
動
運
転
中
、
装
置
の
作
動
状
態
を

確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
記
録
す
る
装
置
の
搭
載
、
及
び
、
記
録
の
保
存
の
義
務
づ
け
等
が
図
ら
れ
る
他
、
③
レ
ベ
ル
３
の
自
動
運

転
に
お
い
て
、
適
切
に
オ
ー
バ
ー
ラ
イ
ド
が
で
き
る
こ
と
を
条
件
に
、
携
帯
電
話
で
の
通
話
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
操
作
が
可
能
と
な
る
。

　

ま
た
、
こ
れ
に
伴
う
道
路
運
送
車
両
法
の
改
正
で
は
、
①
保
安
基
準
対
象
装
置
へ
の
自
動
運
行
装
置
の
追
加（

３
）、

②
自
動
車
の
電
子
的
な
検

査
に
必
要
な
技
術
情
報
の
管
理
に
関
す
る
事
務
を
行
わ
せ
る
法
人（

４
）の

整
理
、
③
分
解
整
備
の
範
囲
の
拡
大（

５
）及

び
点
検
整
備
に
必
要
な
技
術
情

報
の
提
供
の
義
務
づ
け
、
④
自
動
運
行
装
置
等
に
組
み
込
ま
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
改
変
に
よ
る
改
造
等
に
係
る
許
可
制
度
の
創
設
等
が
盛
り

込
ま
れ
て
い
る
。

な
お
、
両
改
正
案
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
二
〇
一
九
年
五
月
二
四
日
に
、「
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第

一
四
号
）」
と
し
て
、
同
年
六
月
五
日
に
、「
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
二
〇
号
）」
と
し
て
交
布
さ
れ
た
。

　

本
稿
で
は
、
Ａ
Ｉ
自
動
運
転
に
よ
っ
て
生
じ
う
る
法
的
問
題
の
う
ち
、「
緊
急
状
態
」
の
下
で
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
緊
急

避
難
の
成
否
を
中
心
に
論
じ
る（

６
）。

　

以
下
で
は
、
ま
ず
、
日
本
に
お
け
る
緊
急
避
難
論
を
概
観
し
た
上
で
、
Ａ
Ｉ
自
動
運
転
と
緊
急
状
態
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
。
そ

の
際
に
は
、
Ｓ
Ａ
Ｅ
基
準
で
い
う
、
レ
ベ
ル
３
（
条
件
付
き
運
転
自
動
化
）
と
、
レ
ベ
ル
４
（
高
度
運
転
自
動
化
）・
レ
ベ
ル
５
（
完
全
運

転
自
動
化
）
で
は
問
題
状
況
が
異
な
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
区
別
し
て
検
討
す
る
。

（法政研究 86－3－16）
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Ⅰ　

日
本
に
お
け
る
緊
急
避
難
論

　

正
当
化
的
緊
急
避
難
規
定（

７
）及

び
免
責
的
緊
急
避
難
規
定（

８
）の

双
方
を
有
す
る
ド
イ
ツ
刑
法
や
、
緊
急
避
難（

９
）及

び
強
制

）
（1
（

の
規
定
を
も
つ
フ
ラ
ン

ス
刑
法
と
は
異
な
り
、
日
本
の
刑
法
は
、
第
三
七
条
で
緊
急
避
難
を
定
め
る
の
み
で
あ
る
。
刑
法
第
三
七
条
（
緊
急
避
難
）
は
、「
①
自
己

又
は
他
人
の
生
命
、
身
体
、
自
由
又
は
財
産
に
対
す
る
現
在
の
危
難
を
避
け
る
た
め
、
や
む
を
得
ず
に
し
た
行
為
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ

た
害
が
避
け
よ
う
と
し
た
害
の
程
度
を
超
え
な
か
っ
た
場
合
に
限
り
、
罰
し
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
程
度
を
超
え
た
行
為
は
、
情
状
に
よ
り
、

そ
の
刑
を
減
軽
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
②
前
項
の
規
定
は
、
業
務
上
特
別
の
義
務
が
あ
る
者
に
は
、
適
用
し
な
い
。」
と
定

め
る
。

　

な
お
、
緊
急
避
難
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
古
く
か
ら
争
い
が
あ
る
。
通
説
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
違
法
阻
却
一
元
説
で
、
緊
急
避
難
を

適
法
と
解
す
る
立
場
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
刑
法
第
三
七
条
第
一
項
本
文
が
他
人
の
た
め
の
緊
急
避
難
を
定
め
て
い
る
こ
と
、
及
び
、
害

の
均
衡
を
要
件
と
し
て
い
る
こ
と
を
根
拠
と
す
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
緊
急
避
難
は
常
に
適
法
と
な
り
、
危
難
を
転
嫁
さ

れ
る
第
三
者
は
常
に
正
当
防
衛
権
を
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
、
通
説
か
ら
は
、
危
難
を
転
嫁
さ
れ
る
第
三
者
に
は
正
当
防
衛
で
は

な
く
防
御
的
緊
急
避
難
が
可
能
で
あ
り
、
第
三
者
の
保
護
に
か
け
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
の
反
論
が
な
さ
れ
て
い
る

）
（（
（

。

Ⅱ　

Ａ
Ｉ
自
動
運
転
と
緊
急
状
態

１　

レ
ベ
ル
３

　

レ
ベ
ル
３
の
自
動
運
転
車
で
想
定
さ
れ
る
緊
急
状
態
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
Ｘ
が
レ
ベ
ル
３
の
自
動
運
転
車

（86－3－17）
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を
自
動
運
転
モ
ー
ド
で
運
行
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
Ｙ
が
手
動
で
運
転
す
る
自
動
車
が
対
向
車
線
か
ら
は
み
出
し
て
き
た
。
自
動
走
行
車
は
緊

急
の
対
応
が
必
要
と
判
断
し
て
、
運
転
者
に
よ
る
対
応
に
切
り
替
え
た
。
Ｘ
は
、
衝
突
を
回
避
し
自
己
の
生
命
を
守
る
た
め
、
ハ
ン
ド
ル
を

左
に
切
っ
た
。
そ
の
結
果
、
対
向
車
と
の
衝
突
は
回
避
で
き
た
が
、
左
側
歩
道
に
い
た
歩
行
者
Ｏ
に
激
突
し
、
Ｏ
を
死
亡
さ
せ
た
。

　

こ
の
場
合
、
オ
ー
バ
ー
ラ
イ
ド
自
体
は
適
切
に
な
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
Ａ
Ｉ
自
動
運
転
車
の
開
発
者
及
び
製
造
者
は
、
何
ら
罪
責
を

負
わ
な
い
。
他
方
、
利
用
者
Ｘ
も
、
現
在
の
危
難
を
避
け
る
た
め
、
や
む
を
得
ず
第
三
者
に
危
難
を
転
嫁
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
殺
人
罪
な
い

し
過
失
運
転
致
死
罪
に
つ
き
緊
急
避
難
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る

）
（1
（

。

　

従
っ
て
、
レ
ベ
ル
３
に
お
い
て
は
、
当
該
自
動
運
転
車
に
シ
ス
テ
ム
上
の
欠
陥
が
な
い
限
り
、
基
本
的
に
、
開
発
者
及
び
製
造
者
が
責
任

を
負
う
こ
と
は
な
く
、
利
用
者
に
お
い
て
も
、
通
常
の
緊
急
避
難
事
例
と
し
て
、
そ
の
成
否
が
論
じ
ら
れ
れ
ば
足
り
る

）
（1
（

。

　

も
っ
と
も
、
レ
ベ
ル
３
の
自
動
運
転
車
の
利
用
者
は
、
自
動
運
転
中
も
常
に
い
つ
起
こ
る
か
分
か
ら
な
い
オ
ー
バ
ー
ラ
イ
ド
に
備
え
て
、

前
方
注
視
義
務
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
運
転
上
の
義
務
を
履
行
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
に
つ
い
て
は
、
別
途
、
検
討
す
る

必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
点
、
自
ら
手
動
で
運
転
す
る
場
合
と
同
様
の
義
務
を
自
動
運
転
中
に
も
要
求
す
る
こ
と
に
疑
問
を
呈
す
る
者

）
（1
（

も
い
る
。

や
は
り
、
常
に
手
動
運
転
の
場
合
と
同
様
の
義
務
を
課
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
レ
ベ
ル
３
の
自
動
運
転
車
を
導
入
す
る
意
義
は

失
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
上
述
の
改
正
道
路
交
通
法
が
い
う
よ
う
な
自
動
運
転
中
の
携
帯
電
話
で
の
通
話
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の

操
作
は
、「
適
切
に
オ
ー
バ
ー
ラ
イ
ド
で
き
る
場
合
」
と
い
う
条
件
の
捉
え
方
次
第
で
は
、
画
餅
に
帰
す
る
で
あ
ろ
う
。

２　

レ
ベ
ル
４
・
レ
ベ
ル
５

　

例
え
ば
、
Ｘ
が
レ
ベ
ル
５

）
（1
（

の
自
動
運
転
車
を
利
用
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
Ｙ
が
手
動
で
運
転
す
る
自
動
車
が
対
向
車
線
か
ら
は
み
出
し
て
き

た
。
自
動
走
行
車
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
さ
れ
た
と
お
り
、
衝
突
を
回
避
し
Ｘ
の
生
命
を
守
る
た
め
、
ハ
ン
ド
ル
を
左
に
切
っ
た
。
そ
の
結

（法政研究 86－3－18）
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果
、
対
向
車
と
の
衝
突
は
回
避
で
き
た
が
、
左
側
歩
道
に
い
た
歩
行
者
Ｏ
に
激
突
し
、
Ｏ
を
死
亡
さ
せ
た
。

　

ま
ず
、
利
用
者
Ｘ
は
、
こ
の
場
合
、
全
く
運
転
に
関
与
し
な
い
、
い
う
な
れ
ば
「
乗
客
」
の
よ
う
な
立
場
で
あ
る
以
上
、
Ｏ
の
死
亡
に
つ

い
て
何
ら
罪
責
を
負
わ
な
い
。
も
っ
と
も
、
Ｘ
に
は
シ
ス
テ
ム
を
最
新
の
状
態
に
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
す
る
義
務
が
課
さ
れ
る
余
地
が
あ
り
、
そ

の
義
務
を
懈
怠
す
る
と
過
失
犯
の
成
立
す
る
可
能
性
が
生
じ
る

）
（1
（

。

　

他
方
、
こ
こ
で
主
と
し
て
問
題
と
な
る
の
は
、
レ
ベ
ル
４
な
い
し
レ
ベ
ル
５
の
自
動
運
転
車
を
開
発
な
い
し
製
造
し
た
者
の
責
任
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
殺
人
罪
な
い
し
過
失
運
転
致
死
罪
に
つ
き
、
開
発
者
及
び
製
造
者
に
緊
急
避
難
の
成
立
を
肯
定
す
る
見
解

）
（1
（

も
あ
る
。
緊
急
避
難

を
肯
定
す
る
際
に
は
、
ま
ず
、
開
発
時
点
と
生
命
法
益
の
衝
突
時
点
と
の
間
に
時
間
的
離
隔
が
あ
る
点
が
ネ
ッ
ク
と
な
り
う
る
が
、
こ
の
論

者
は
、
危
難
の
現
在
性
に
つ
い
て
、
開
発
行
為
以
外
に
生
命
法
益
の
衝
突
状
況
が
具
体
化
し
た
段
階
で
の
被
害
を
最
小
化
す
る
方
法
が
存
在

し
な
い
こ
と
か
ら
、
開
発
行
為
時
点
に
お
け
る
緊
急
状
態
を
認
め
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
と
す
る

）
（1
（

。

　

緊
急
避
難
の
成
否
に
と
っ
て
よ
り
重
要
な
の
は
、
生
命
侵
害
を
正
当
化
し
う
る
か
否
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
、
緊
急
避
難
の
法
的
性
質
に

関
す
る
日
本
の
通
説
は
、
違
法
阻
却
一
元
説
で
あ
り
、
広
く
法
益
同
価
値
の
場
合
に
も
正
当
化
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
前
提
に
立
て

ば
、
緊
急
避
難
に
よ
る
生
命
侵
害
の
正
当
化
を
説
明
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る

）
（1
（

。

　

ま
た
、
緊
急
避
難
が
成
立
す
る
前
提
と
し
て
、
開
発
者
な
い
し
製
造
者
に
は
、
被
害
を
最
小
化
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
策
定
が
求
め
ら
れ
る
。

こ
こ
に
は
多
く
の
問
題
が
存
す
る
。
ま
ず
、
上
述
し
た
例
で
、
自
動
運
転
車
の
利
用
者
の
生
命
か
歩
行
者
の
生
命
か
の
二
者
択
一
に
お
い
て
、

ど
ち
ら
を
優
先
さ
せ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
組
む
か
が
問
わ
れ
る
。
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
自
動
運
転
車
の
売
り
上
げ
の
面
か
ら
い
え

ば
、
緊
急
事
態
に
お
い
て
、
利
用
者
の
生
命
を
犠
牲
に
し
て
他
者
の
生
命
を
保
全
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
内
蔵
さ
れ
た
自
動
運
転
車
は
、
お
そ

ら
く
売
れ
な
い
で
あ
ろ
う

）
11
（

。
こ
の
点
は
、
自
動
運
転
車
の
普
及
率
に
直
結
す
る
。
逆
に
、
他
者
の
生
命
を
犠
牲
に
し
て
利
用
者
の
生
命
を
保

全
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
内
蔵
さ
れ
た
自
動
運
転
車
は
、
い
つ
何
時
、
歩
行
者
等
に
突
進
し
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
社
会
一
般
に

受
け
入
れ
ら
れ
難
い
も
の
と
な
ろ
う
。
な
お
、
保
険
的
な
算
定
基
準
を
用
い
て
被
害
の
最
小
化
、
賠
償
額
の
最
小
化
を
試
み
る
な
ら
ば
、
生

（86－3－19）
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命
の
数
に
よ
る
衡
量

）
1（
（

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
生
命
の
質
ま
で
問
わ
れ
か
ね
な
い
事
態
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る

）
11
（

。

　

Ａ
Ｉ
を
考
え
る
上
で
は
、
デ
ィ
ー
プ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
（
深
層
学
習
）
の
点
も
顧
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
Ａ
Ｉ
が
自
己
学
習
に
よ
っ
て
進
化

し
て
い
く
余
地
が
あ
れ
ば
、
ト
ロ
ッ
コ
問
題
が
生
じ
た
場
合
も
、
自
動
運
転
車
ご
と
に
選
択
す
る
帰
結
が
異
な
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る

）
11
（

。

そ
の
場
合
、
二
者
択
一
状
態
に
お
い
て
、
Ａ
Ｉ
の
判
断
に
よ
り
、
一
方
が
犠
牲
に
さ
れ
た
と
し
て
も
、
も
は
や
開
発
者
な
い
し
製
造
者
の
当

初
の
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
と
は
異
な
る
結
果
に
至
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。

結
論　

生
命
法
益
の
衝
突
と
緊
急
避
難

　

結
局
、
上
述
の
事
例
で
、
緊
急
避
難
を
肯
定
す
る
余
地
は
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
緊
急
避
難
の
法
的
性
質
に
関
す
る
通
説
で
あ

る
違
法
阻
却
一
元
説
に
立
て
ば
、
危
難
の
第
三
者
転
嫁
を
緊
急
避
難
に
よ
っ
て
正
当
化
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
緊
急
避
難
の
成
否
を
検

討
す
る
に
当
た
っ
て
焦
点
と
な
る
の
は
、
や
は
り
危
難
を
転
嫁
さ
れ
る
第
三
者
の
保
護
で
あ
る
。
緊
急
避
難
が
適
法
で
あ
れ
ば
、
危
難
を
転

嫁
さ
れ
る
第
三
者
は
正
当
防
衛
権
が
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
通
説
か
ら
も
特
に
生
命
対
生
命
の
場
合
に
は
、
攻
撃
的
緊
急
避

難
に
対
す
る
防
御
的
緊
急
避
難
に
よ
る
対
抗
が
可
能
で
あ
り
、
問
題
が
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
。
し
か
し
、
防
御
的
緊
急
避
難
が
危
難
を
転

嫁
さ
れ
る
第
三
者
の
保
護
と
い
う
点
で
正
当
防
衛
に
比
肩
し
う
る
も
の
な
の
か
否
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、

防
御
的
緊
急
避
難
は
、
こ
の
場
合
、
適
法
行
為
に
対
す
る
適
法
行
為
に
よ
る
反
撃
を
意
味
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
事
態
が
果
た
し
て
許
容
さ

れ
う
る
の
か
も
問
題
と
な
ろ
う
。
や
は
り
、
第
三
者
転
嫁
を
本
質
と
す
る
緊
急
避
難
に
広
く
正
当
化
効
を
付
与
す
る
こ
と
の
問
題
性
が
こ
こ

で
も
顕
在
化
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う

）
11
（

。

（
１ 

）
Ｓ
Ａ
Ｅ
基
準
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
公
益
社
団
法
人
自
動
車
技
術
会
「
自
動
車
用
運
転
自
動
化
シ
ス
テ
ム
の
レ
ベ
ル
分
類
及
び
定
義
」（
二
〇

（法政研究 86－3－20）
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一
八
年
）（https://w

w
w

.jsae.or.jp/08std/data/D
rivingA

utom
ation/jaso_tp18004-18.pdf

（
二
〇
一
九
年
九
月
七
日
閲
覧
））
等
参
照
。

（
２ 

）
そ
こ
で
は
、「
ド
ラ
イ
バ
ー
の
よ
う
に
認
知
、
予
測
、
判
断
、
操
作
に
関
す
る
能
力
の
全
部
を
代
替
で
き
る
自
動
運
転
シ
ス
テ
ム
」
が
一
定
の
条
件
の
下

で
「
自
動
運
行
装
置
」
と
し
て
定
め
ら
れ
、「
装
置
を
使
用
し
て
自
動
車
を
用
い
る
行
為
」
も
法
律
上
の
運
転
に
含
ま
れ
る
と
さ
れ
る
。

（
３ 
）
こ
れ
に
よ
り
、
自
動
運
行
装
置
が
使
用
さ
れ
る
条
件
（
走
行
環
境
条
件
）
を
国
土
交
通
大
臣
が
付
す
こ
と
と
な
る
。

（
４ 

）
当
該
事
務
を
行
う
法
人
と
し
て
、
独
立
行
政
法
人
自
動
車
技
術
総
合
機
構
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

（
５ 

）
こ
れ
に
よ
り
、
分
解
整
備
が
自
動
運
行
装
置
等
の
先
進
技
術
に
関
す
る
整
備
等
に
ま
で
拡
大
さ
れ
る
（
特
定
整
備
）。

（
６ 

）
本
稿
は
、
二
〇
一
九
年
五
月
三
日
に
上
海
の
華
東
政
法
大
学
で
開
催
さ
れ
た
、
日
中
経
済
刑
法
研
究
会
に
お
い
て
、「
Ａ
Ｉ
自
動
運
転
と
緊
急
避
難
」
と

題
し
て
行
っ
た
報
告
の
内
容
を
基
に
、
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
７ 

）
ド
イ
ツ
刑
法
第
三
四
条
（
正
当
化
的
緊
急
避
難
）「
生
命
、
身
体
、
自
由
、
名
誉
、
財
産
ま
た
は
そ
の
他
の
法
益
に
対
し
て
現
在
す
る
、
他
に
回
避
し

え
な
い
危
険
に
お
い
て
、
自
己
ま
た
は
他
人
の
当
該
危
険
を
回
避
す
る
た
め
に
行
為
す
る
者
は
、
対
立
す
る
利
益
、
と
り
わ
け
、
当
該
法
益
及
び
そ
れ

が
危
殆
化
さ
れ
る
程
度
を
衡
量
し
て
、
保
全
法
益
が
侵
害
法
益
を
本
質
的
に
優
越
す
る
場
合
、
違
法
に
行
為
す
る
も
の
で
は
な
い
。
但
し
、
こ
の
こ
と
は
、

行
為
が
危
険
を
回
避
す
る
た
め
の
相
当
な
手
段
で
あ
る
場
合
に
限
り
妥
当
す
る
。」

（
８ 

）
ド
イ
ツ
刑
法
第
三
五
条
（
免
責
的
緊
急
避
難
）「
①
生
命
、
身
体
ま
た
は
自
由
に
対
し
て
現
在
す
る
、
他
に
回
避
し
え
な
い
危
険
に
お
い
て
、
自
己
、

親
族
ま
た
は
そ
の
他
自
己
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
者
の
当
該
危
険
を
回
避
す
る
た
め
に
違
法
な
行
為
を
す
る
者
は
、
責
任
な
く
行
為
す
る
も
の
で
あ
る
。

諸
状
況
に
よ
り
、
と
り
わ
け
、
行
為
者
が
自
ら
危
険
を
惹
起
す
る
か
ま
た
は
特
別
な
法
的
関
係
に
立
つ
が
故
に
、
行
為
者
に
危
険
を
甘
受
す
る
こ
と
が

期
待
で
き
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
但
し
、
行
為
者
が
特
別
な
法
的
関
係
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
、
当
該
危
険
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
場
合
、
刑
罰
は
、
第
四
九
条
第
一
項
に
よ
っ
て
軽
減
さ
れ
う
る
。
②
行
為
者
が
当
該
行
為
を
実
行
す
る
際
、
第
一
項
に
よ
れ
ば
免
責
さ
れ
る
よ
う
な

事
情
を
誤
信
し
た
と
き
は
、
行
為
者
は
、
当
該
錯
誤
が
回
避
可
能
で
あ
っ
た
場
合
に
の
み
処
罰
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
刑
罰
は
、
第
四
九
条
第
一
項
に
よ
っ

て
軽
減
さ
れ
る
。」

（
９ 

）
フ
ラ
ン
ス
刑
法
第
一
二
二
―
七
条
（
緊
急
避
難
）「
自
己
、
他
人
ま
た
は
財
産
を
脅
か
す
現
在
ま
た
は
急
迫
す
る
危
険
に
直
面
し
て
、
人
身
ま
た
は
財

産
の
保
護
に
必
要
な
行
為
を
す
る
者
は
、
用
い
ら
れ
た
手
段
と
脅
威
の
程
度
の
間
に
不
均
衡
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
刑
事
責
任
を
負
わ
な
い
。」

（
10 

）
フ
ラ
ン
ス
刑
法
第
一
二
二
―
二
条
（
強
制
）「
自
己
が
抵
抗
で
き
な
い
力
ま
た
は
強
制
の
支
配
下
で
行
動
し
た
者
は
、
刑
事
責
任
を
負
わ
な
い
。」

（
11 

）
日
本
の
緊
急
避
難
論
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
井
上
宜
裕
『
緊
急
行
為
論
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
七
年
）
等
を
参
照
。

（
12 

）
こ
の
点
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー
に
よ
る
交
通
事
故
を
減
少
さ
せ
る
と
い
う
の
が
自
動
運
転
車
導
入
の
主
た
る
目
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
緊
急
時
に
、

Ａ
Ｉ
よ
り
も
能
力
が
劣
る
は
ず
の
人
間
に
判
断
を
委
ね
る
こ
と
自
体
の
問
題
性
も
指
摘
さ
れ
う
る
（
平
野
晋
「『
ロ
ボ
ッ
ト
法
』
と
自
動
運
転
の
『
派
生

型
ト
ロ
ッ
コ
問
題
』
―
主
要
論
点
の
整
理
と
、
Ａ
Ｉ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
『
研
究
開
発
八
原
則
』」
Ｎ
Ｂ
Ｌ 

一
〇
八
三
号
（
二
〇
一
六
年
）
三
二
頁
）。

（86－3－21）
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（
13 

）
今
井
康
介
「
自
動
運
転
に
よ
る
事
故
へ
の
法
的
対
応
―
民
事
責
任
と
刑
事
責
任
は
変
容
す
べ
き
か
？
―
」
国
立
国
会
図
書
館
調
査
及
び
立
法
考
査
局

編
『
自
動
運
転
技
術
の
動
向
と
課
題
：
科
学
技
術
に
関
す
る
調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
報
告
書
』（
調
査
資
料
二
〇
一
七
―
四
）（
二
〇
一
八
年
）
一
〇
五
頁

注
（
46
）
も
、「
レ
ベ
ル
３
の
自
動
運
転
の
際
に
ト
ロ
ッ
コ
問
題
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
プ
ロ
グ
ラ
マ
ー
だ
け
で
な
く
運
転
者
の
刑
事
責
任
も
問
題
と

な
る
が
、
通
常
の
緊
急
避
難
に
準
じ
て
考
え
れ
ば
足
り
る
」
と
す
る
。
も
っ
と
も
、
オ
ー
バ
ー
ラ
イ
ド
の
タ
イ
ミ
ン
グ
次
第
で
は
、
利
用
者
の
行
為
は
、

お
よ
そ
不
可
抗
力
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
14 

）
深
町
晋
也
「
ロ
ボ
ッ
ト
・
Ａ
Ｉ
と
刑
事
責
任
」
弥
永
真
生
＝
宍
戸
常
寿
編
『
ロ
ボ
ッ
ト
・
Ａ
Ｉ
と
法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
八
年
）
二
一
五
頁
等
。

（
15 

）
限
定
領
域
内
に
あ
る
レ
ベ
ル
４
の
自
動
運
転
車
の
場
合
も
同
様
の
処
理
と
な
る
。

（
16 

）
松
尾
剛
行
「
自
動
運
転
車
・
ロ
ボ
ッ
ト
と
法
的
責
任
」
自
由
と
正
義
六
八
巻
九
号
（
二
〇
一
七
年
）
六
一
頁
等
。

（
17 

）
遠
藤
聡
太
「
自
動
運
転
車
に
よ
る
生
命
侵
害
と
緊
急
避
難
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
五
八
号
（
二
〇
一
八
年
）
三
三
頁
以
下
、
深
町
・
前
掲
注
（
14
）

二
二
六
頁
以
下
。

（
18 

）
遠
藤
・
前
掲
注
（
17
）
三
四
―
三
五
頁
。
な
お
、
同
論
文
三
七
頁
は
、「
緊
急
避
難
の
法
理
に
よ
る
不
処
罰
は
、
そ
れ
が
緊
急
状
態
を
規
律
対
象
と
す

る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
本
来
的
に
暫
定
的
な
解
決
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
自
動
運
転
車
の
開
発
・
普
及
を
一
般
的
に
促
進

す
る
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
必
ず
し
も
十
分
な
解
決
方
法
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
不
処
罰
要
件
の
明
文
化
に
伴
う
秩
序
悪
化
の
お
そ
れ
は
類
型

的
に
低
い
の
で
あ
る
か
ら
、
十
分
な
議
論
を
踏
ま
え
た
特
別
立
法
に
よ
る
解
決
が
よ
り
望
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
」
と
す
る
。
そ
の
他
、
Ａ
Ｉ
自
動
運
転

に
お
け
る
ト
ロ
ッ
コ
問
題
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
佐
久
間
修
「
Ａ
Ｉ
に
よ
る
自
動
運
転
と
刑
事
責
任
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
五
七
号
（
二
〇
一
八
年
）

一
六
頁
等
参
照
。

（
19 

）
冨
川
雅
満
「
ア
ル
ミ
ン
・
エ
ン
グ
レ
ー
ダ
ー
『
自
動
運
転
自
動
車
と
ジ
レ
ン
マ
状
況
の
克
服
』」
千
葉
大
学
法
学
論
集
三
二
巻
一
・
二
号
（
二
〇
一
七

年
）
一
八
四
頁
は
、
緊
急
避
難
に
よ
る
不
処
罰
も
あ
り
う
る
と
し
つ
つ
、「
①
自
動
運
転
自
動
車
が
事
故
の
発
生
率
を
下
げ
る
点
、
さ
ら
に
は
、
②
事
故

が
発
生
し
た
際
に
も
損
害
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
こ
と
が
で
き
る
点
に
は
、
自
動
運
転
自
動
車
の
高
い
社
会
的
効
用
が
認
め
ら
れ
る
」
と
し
て
、
許
さ

れ
た
危
険
に
よ
る
構
成
要
件
阻
却
を
主
張
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
緊
急
避
難
に
よ
る
に
せ
よ
、
許
さ
れ
た
危
険
に
よ
る
に
せ
よ
、
犠
牲
と
さ
れ
る
者

の
保
護
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、
疑
問
は
残
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
深
町
・
前
掲
注
（
14
）
二
二
七
頁
も
、
緊
急
避
難
に
よ
ら
な
い
場
合
、

許
さ
れ
た
危
険
等
に
よ
る
不
可
罰
の
余
地
を
認
め
る
。

（
20 

）
平
野
・
前
掲
注
（
12
）
三
四
頁
等
。

（
21 

）
ち
な
み
に
、
深
町
・
前
掲
注
（
14
）
二
二
六
頁
は
、
生
命
の
比
較
衡
量
を
許
容
す
る
立
場
か
ら
は
、「『
転
轍
手
事
例
』
の
よ
う
に
、
五
人
の
生
命
を

助
け
る
た
め
に
一
人
の
生
命
を
侵
害
す
る
場
合
に
は
、
危
難
の
現
在
性
や
補
充
性
と
い
っ
た
他
の
要
件
が
肯
定
さ
れ
る
限
り
、
緊
急
避
難
の
成
立
が
認

め
ら
れ
る
」
と
す
る
。

（法政研究 86－3－22）
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（
22 

）
こ
の
点
、
平
野
・
前
掲
注
（
12
）
三
三
―
三
四
頁
は
、
安
全
性
の
高
い
相
手
が
「
標
的
」
に
さ
れ
る
と
い
っ
た
問
題
や
富
裕
者
優
遇
の
問
題
を
指
摘
す
る
。

前
者
で
は
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用
バ
イ
ク
へ
の
衝
突
か
、
非
着
用
バ
イ
ク
へ
の
衝
突
か
の
二
者
択
一
の
場
合
、
功
利
／
結
果
主
義
的
に
は
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着

用
者
が
「
標
的
」
と
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
り
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用
を
怠
る
望
ま
し
く
な
い
行
為
者
が
優
遇
さ
れ
る
事
態
が
生
じ
る
と
さ
れ
る
。
後
者
で
は
、

高
額
の
車
へ
の
衝
突
か
低
額
の
車
へ
の
衝
突
か
の
二
者
択
一
で
は
、
低
額
の
車
が
「
標
的
」
と
さ
れ
う
る
こ
と
か
ら
、
結
果
と
し
て
富
裕
者
が
優
遇
さ

れ
る
に
至
る
と
さ
れ
る
。

（
23 

）
今
井
・
前
掲
注
（
13
）
一
〇
八
頁
注
（
61
）、
松
尾
・
前
掲
注
（
16
）
六
一
頁
等
。

（
24 

）
な
お
、
自
動
運
転
車
の
実
用
化
に
向
け
て
は
、
レ
ベ
ル
の
異
な
る
自
動
運
転
車
と
手
動
運
転
者
の
混
在
等
、
解
決
す
べ
き
問
題
も
多
い
。
今
後
の
議

論
の
深
化
に
期
待
し
た
い
。
そ
の
他
、
自
動
運
転
を
め
ぐ
る
法
的
問
題
に
関
し
て
、
稲
垣
敏
之
「
運
転
支
援
と
自
動
運
転
：
権
限
と
責
任
を
め
ぐ
る
一

考
察
」
自
動
車
技
術
六
八
巻
三
号
（
二
〇
一
四
年
）
四
一
―
四
四
頁
、
同
「
自
動
運
転
は
何
を
も
た
ら
し
、
何
を
求
め
る
の
か
？
」
安
全
工
学
五
四
巻

三
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
五
八
―
一
六
二
頁
、
今
井
猛
嘉
「
自
動
車
の
自
動
運
転
と
刑
事
責
任
」
交
通
法
研
究
四
六
巻
（
二
〇
一
八
年
）
二
―
二
七
頁
、

岡
部
雅
人
「
自
動
運
転
車
に
よ
る
事
故
と
刑
事
責
任
：
日
本
の
刑
法
学
の
視
点
か
ら
」
愛
媛
法
学
会
雑
誌
四
三
巻
三
＝
四
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
―
二

〇
頁
、
金
子
敬
行
「
自
動
運
転
の
民
事
責
任
」
Ｌ
Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ａ 

一
八
巻
一
〇
号
（
二
〇
一
八
年
）
二
〇
―
二
四
頁
、
窪
田
充
見
「
自
動
運
転
と
販
売
店
・

メ
ー
カ
ー
の
責
任
：
衝
突
被
害
軽
減
ブ
レ
ー
キ
を
素
材
と
す
る
現
在
の
法
律
状
態
の
分
析
と
検
討
課
題
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
〇
一
号
（
二
〇
一
七
年
）

三
〇
―
三
七
頁
、
小
塚
荘
一
郎
「
自
動
車
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
化
と
民
事
責
任
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
〇
一
号
（
二
〇
一
七
年
）
三
八
―
四
三
頁
、
近
内
京

太
「
自
動
運
転
自
動
車
に
よ
る
交
通
事
故
の
法
的
責
任
：
米
国
に
お
け
る
議
論
を
踏
ま
え
た
日
本
法
の
枠
組
み
と
そ
の
評
価
（
上
）・（
下
）」
国
際
商
事

法
務
四
四
巻
一
〇
号
（
二
〇
一
六
年
）
一
四
四
九
―
一
四
五
八
頁
、
同
四
四
巻
一
一
号
（
二
〇
一
六
年
）
一
六
〇
九
―
一
六
一
九
頁
、
佐
久
間
修
「
Ａ

Ｉ
と
刑
法
―
序
説
：
自
動
運
転
車
は
「
犯
罪
者
」
と
な
る
か
？
」
名
古
屋
学
院
大
学
論
集
社
会
科
学
篇
五
五
巻
一
号
（
二
〇
一
八
年
）
一
〇
七
―
一
一

七
頁
、
佐
藤
智
晶
「
人
工
知
能
と
法
：
自
動
運
転
技
術
の
利
用
と
法
的
課
題
、
特
に
製
造
物
責
任
に
着
目
し
て
」
青
山
法
学
論
集
五
七
巻
三
号
（
二
〇

一
五
年
）
二
七
―
四
二
頁
、
白
石
和
泰
「
自
動
運
転
の
現
状
と
法
的
責
任
」
会
社
法
務
Ａ
２
Ｚ 

一
一
九
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
六
―
一
九
頁
、
高
橋
郁

夫
、
有
本
真
由
「
自
動
車
シ
ス
テ
ム
の
法
律
問
題
：
自
動
運
転
を
中
心
に
」
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
ロ
ー
レ
ビ
ュ
ー
一
四
号
（
二
〇
一
六
年
）
一
〇
一

―
一
一
六
頁
、
中
川
由
賀
「
自
動
運
転
導
入
後
の
交
通
事
故
の
法
的
責
任
の
変
容
：
刑
事
責
任
と
民
事
責
任
の
あ
り
方
の
違
い
」
中
京
ロ
イ
ヤ
ー
二
五

号
（
二
〇
一
六
年
）
四
一
―
五
二
頁
、
同
「
自
動
運
転
に
関
す
る
ド
ラ
イ
バ
ー
及
び
メ
ー
カ
ー
の
刑
事
責
任
：
自
動
運
転
の
導
入
に
伴
っ
て
生
じ
る
問

題
点
と
今
後
の
あ
る
べ
き
方
向
性
」
中
京
ロ
イ
ヤ
ー
二
七
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
五
―
二
九
頁
、
同
「
自
動
運
転
導
入
に
伴
う
刑
事
責
任
の
変
容
（
中

京
大
学
第
一
一
回
研
究
交
流
会
報
告
）」
中
京
ロ
イ
ヤ
ー
二
八
号
（
二
〇
一
八
年
）
六
五
―
七
六
頁
、
同
「
招
待
講
演 

自
動
運
転
に
関
す
る
刑
事
責
任
：

問
題
点
と
今
後
の
あ
る
べ
き
方
向
性
（
要
旨
）」
自
動
車
セ
ミ
ナ
ー
五
七
巻
四
号
（
二
〇
一
八
年
）
二
一
―
二
七
頁
、
中
山
幸
二
「
自
動
運
転
の
法
的
課

題
と
法
的
責
任
」
日
立
総
研
一
一
巻
二
号
（
二
〇
一
六
年
）
二
八
―
三
三
頁
、
同
「
自
動
運
転
の
進
展
と
交
通
事
故
の
賠
償
責
任
」
共
済
と
保
険
五
八

（86－3－23）



論　説

608

巻
七
号
（
二
〇
一
六
年
）
四
―
一
一
頁
、
同
「
自
動
運
転
の
事
故
責
任
と
模
擬
裁
判
の
試
み
」
同
六
〇
巻
一
二
号
（
二
〇
一
八
年
）
四
―
九
頁
、
同
「
自

動
運
転
を
め
ぐ
る
法
整
備
の
最
新
動
向
：
行
政
の
動
き
、
責
任
問
題
、
模
擬
裁
判
（
一
）・（
二
）」
車
載
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
六
巻
一
号
（
二
〇
一
八
年
）
八

五
―
八
九
頁
、
同
六
巻
二
号
（
二
〇
一
八
年
）
六
八
―
七
三
頁
、
松
尾
剛
行
「
自
動
運
転
車
と
刑
事
責
任
に
関
す
る
考
察
：
ロ
ボ
ッ
ト
法
を
見
据
え
て
」

Law
 and practice 

一
一
号
（
二
〇
一
七
年
）
七
三
―
一
一
四
頁
、
三
木
優
、
江
藤
滉
紀
、
小
杉
莉
香
、
木
川
裕
「
Ａ
Ｉ
に
よ
る
事
故
と
そ
の
法
的
責

任
と
課
題
」
国
際
Ｉ
Ｃ
Ｔ
利
用
研
究
学
会
全
国
大
会
講
演
論
文
集
（
二
〇
一
八
年
）
一
六
一
―
一
六
四
頁
、
村
井
紀
之
「
自
動
運
転
Ａ
Ｉ
は
交
通
事
故

被
害
者
の
夢
を
見
る
か
？
」
警
察
公
論
七
二
巻
六
号
（
二
〇
一
七
年
）
四
―
八
頁
等
参
照
。

【
追
記
】

二
〇
一
九
年
九
月
二
〇
日
、
政
府
は
、
レ
ベ
ル
３
の
自
動
運
転
に
つ
き
、「
作
動
状
態
記
録
装
置
不
備
」、「
自
動
運
行
装
置
使
用
条
件
違
反
」

等
の
反
則
金
等
を
定
め
る
「
改
正
道
路
交
通
法
施
行
令
案
」
を
閣
議
決
定
し
た
。

（法政研究 86－3－24）


